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福
井
県
告
示
第
１
３
７
号

　
一
般
県
道
常
神
三
方
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
旧
道
の
引
継
ぎ
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た

の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
敦
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
６
年
３
月

３
１
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
３
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治 告

　
　
　
　
　
示

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧旧

常神三方線

一般県道

三
方
上
中
郡
若
狭
町
常
神
１
０
号

深
山
３
番
３
地
先
か
ら

三
方
上
中
郡
若
狭
町
神
子
３
号
北

平
１
８
番
６
地
先
ま
で

三
方
上
中
郡
若
狭
町
常
神
１
０
号

深
山
３
番
３
地
先
か
ら

三
方
上
中
郡
若
狭
町
神
子
３
号
北

平
１
８
番
６
地
先
ま
で

三
方
上
中
郡
若
狭
町
常
神
１
０
号

深
山
３
番
３
か
ら

三
方
上
中
郡
若
狭
町
神
子
３
号
北

平
１
８
番
６
地
先
ま
で

8.5～26.78.5～26.75.7～84.0

877.9

877.9

3,400.0
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１
８
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政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
３
１
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
金
井
　
亨

　
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る

規
程
（
平
成
２
２
年
福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
２
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
様
式
第
１
号
、
様
式
第
９
号
お
よ
び
様
式
第
１
０
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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挙
管
理
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員
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令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
前
の
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開

　
示
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。


